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財団法人千葉県体育協会寄附行為 
 

第１章 総 則 
（名 称） 
第１条 この法人は、財団法人千葉県体育協会という。 
 
（事務所） 
第２条 この法人は、事務所を千葉市稲毛区天台町３２３番地におく。 
 

第２章 目的および事業 
（目 的） 
第３条 この法人は、県民の体力向上とスポーツ精神の育成を図り、もって体育（スポーツを含む、以下同じ）の振興に寄与
することを目的とする。 

 

（事 業） 
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。 
(1) 体育に関する研究、宣伝、啓発および指導。 
(2) 体育大会、講習会等体育に関する行事の実施。 
(3) 体育指導者の養成。 
(4) 財団法人日本体育協会との連絡ならびに、この法人の加盟団体の組織強化および相互の連絡協調。 
(5) 国民体育大会に派遣する競技者および役員の選定。 
(6) 体育功労者の表彰。 
(7) その他この法人の目的達成のために必要な事業。 

 
第３章 資産および会計 

（資 産） 
第５条 この法人の資産は、次に掲げるとおりとする。 
(1) 設立当初の寄附にかかる別紙財産目録の財産。 
(2) 資産から生ずる収入。 
(3) 財団法人日本体育協会からの交付金。 
(4) 千葉県からの補助金。 
(5) 加盟団体の分担金。 
(6) 事業に伴う収入。 
(7) その他の収入。 

 
（資産の種類）  
第６条 この法人の資産は、これを分けて、基本財産および運用財産の２種とする。 
２ 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。 
３ 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 
４ 寄附金品であって、寄附者の指定のあるものはその指定に従う。 
 
（資産の管理） 
第７条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって、確実な有価証券を購入し、定
額郵便貯金もしくは定期預金とし、または信託銀行に信託して保管する。 

 
（基本財産の処分等の制限）                                      
第８条 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるとき
は、理事会および評議員会の議決を経、かつ千葉県教育委員会の承認を受けてその一部に限り処分し、または担保に供する
ことができる。 

 
（経費の支弁） 
第９条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる収入、財団法人日本体育協会の交付金、千葉県からの補助金、
加盟団体の分担金、および事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。 

 
（事業計画および収支予算） 
第10条 この法人の事業計画および収支予算は、理事長が編成し、毎事業年度開始前に、理事会および評議員会の議決を経て、
千葉県教育委員会に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。 

 
（事業報告および収支決算） 
第11条 この法人の事業報告および決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸
借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の３分の２以上の議決及び評議員会
の同意を経て、その事業年度終了後２か月以内に千葉県教育委員会に報告しなければならない。この場合において、資産の
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総額に変更があったときは、２週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。 
 
（義務負担および権利の放棄） 
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、理事会および評議
員会の議決を経、かつ千葉県教育委員会の承認を受けなければならない。 
借入金（その事業年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く）についても同様とする。 

 
（特別会計） 
第13条 この法人は、理事会および評議員会の議決を経て、特別会計として特定の目的のためにする基金または積立金を設け
ることができる。 

２ 前項の基金または積立金の目的ならびに積立管理および処分の方法は、基金または積立金ごとに、理事会および評議員会
の議決を経て別に定める。 

３ この法人は第１項に規定する特別会計のほか、理事会及び評議員会の議決を経て必要に応じ特別会計を設けることができ
る。 

 
（会計年度） 
第14条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 
 

第４章 加 盟 団 体 
（加盟団体） 
第15条 この法人は、次に掲げる団体で理事会および評議員会が承認したものを加盟団体とする。 
(1) 運動種目を代表する県単位の競技団体。 
(2) 学校体育を代表する県単位の団体。 
(3) 郡市の地域を代表する体育団体。 
(4) その他、理事会および評議員会の議決を経て指定した団体。 

２ 加盟団体は、別に定めるところにより分担金を納入しなければならない。 
 
（脱退等） 
第16条 加盟団体がその都合により脱退しようとするときは、その理由を付して理事長に脱退届を提出しなければならない。 
２ 理事長は、加盟団体が第15条に掲げる資格を失ったと認められるとき、またはこの法人の加盟団体として不適当と認めら
れるにいたったときは、理事会および評議員会の承認を経てこれを取り消すことができる。 

 
第５章 役員、評議員会等および事務局 

（役員） 
第17条 この法人に、次の役員をおく。 
(1) 理事 25名以上30名以内 
(2) 監事 3名以内 

２ 理事のうち2名を代表理事とし、3名を業務執行理事とする。 
３  代表理事のうち1名を理事長とし、1名を副理事長とする。 
４  業務執行理事のうち1名を専務理事とし、2名以内を常務理事とすることができる。 

 

（役員の選任） 
第18条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 
２  代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
３ 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって代表理事の中から選定する。 
４  理事会はその議決により、専務理事1名及び常務理事2名以内を選定することができる。 
５ 前各項に定めるもののほか、役員の定年、その他役員選任に関する事項については、理事会の議決を経て別に定める。 
 
（理事の職務及び権限） 
第19条 理事は、理事会を構成し、この法人の職務を執行する。 
２ 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。 
３ 理事長は、理事会の議長となる。 
４ 業務執行理事は、理事会において別に定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行し、理事は職務権限規程に
定める理事権限分掌により職務を執行する。 

 
（監事） 
第20条 監事は評議員会で選任する。 
２ 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。 
 
（役員の任期） 
第21条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
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とする。 
２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 
３ 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任され
た者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 
（解任） 
第22条 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情がある場合は、その任期中であ
っても、理事会および評議員会の議決により解任することができる。 

 
（評議員） 
第23条 この法人に評議員80名以上90名以内を置く。 
２ 評議員は、理事会の決議によって選任する。なお、評議員候補者の推薦については、別に定める役員選任規則による。 
３ 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定めるもののほか、理事会の諮問に応じ重要事項について審議する。 
４ 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 
５ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 
６ 評議員は、第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が
就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

 
（特別職） 
第24条 この法人に会長、副会長、名誉会長、顧問及び参与等の特別職を置くことができる。 
２ 特別職は、別に定める「特別職推挙規程」に基づき、理事会において選任する。 
３ 特別職は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。 
４ 特別職は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 
 
（事務局） 
第25条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他の職員をおく。 
２ 事務局および職員に関する事項は、理事会の議決に基づき理事長が定める。 

 

第６章 会 議 
（理事会） 
第26条 理事会は、毎年２回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の３分の１以上
から会議の目的事項を示して請求のあった場合は、すみやかに理事会を招集しなければならない。 

 
（理事会の議決） 
第27条 理事会は、理事現在数の２分の１以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。 
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。 

２ 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほかは、出席理事の過半数の議決をもって定め、可否同数
のときは議長の決するところによる。 

 
（評議員会の招集） 
第28条 評議員会は、毎年２回以上理事長が招集する。 
２ 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会とし、定時評議員会は、年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するものと
する。臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要があると理事長が認める場合は、いつ
でも開催することができる。 

３ 理事および監事、もしくは評議員の３分の１以上から会議の目的を示して請求があった場合は理事長は２週間以内に評議
員会を招集しなければならない。 

 
 
（評議員会の議決） 
第29条 第27条の規定は、評議員会に準用する。この場合において「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるの
は「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。 

 
（評議員会の付議事項） 
第30条 評議員会に付議する事項は開催日の10日前までに評議員に通知しなければならない。ただし、理事長が緊急の必要
があると認めた事項はこの限りではない。 

 
（議事録） 
第31条 理事会及び評議員会には議事録を作成し、議長および出席者代表２名以上が署名捺印し、これを保存する。 
 

 
第７章 専門委員会 
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（専門委員会） 
第32条 この法人は、業務遂行上特に専門的処理を必要とする場合に専門委員会を設けることができる。 
２ 専門委員会の名称、事務および組織は理事会の議決を経て理事長が定める。 
 

第８章 寄附行為の変更および解散 
（寄附行為の変更） 
第33条 この寄附行為は、理事および評議員おのおのの現在数の３分の２以上の同意を経、かつ千葉県教育委員会の許可を得
なければ変更することができない。 

 
（解 散） 
第34条 この法人の解散については、理事および評議員おのおのの現在数の４分の３以上の同意を経、かつ千葉県教育委員会
の許可を受けなければならない。 

  
（残余財産の処分） 
第35条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員および評議員全員の同意を経、かつ千葉県教育委員会の許可を受けて、
この法人の目的に類似の公益事業に寄附するものとする。 

 
第９章 補  則 

（委 任） 
第36条 この寄附行為の施行についての必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。 
 
附則 

１ この寄附行為は、千葉県教育委員会の設立許可のあった日から施行する。 
２ 千葉県体育協会に属する一切の権利義務は、この法人設立と同時にこの法人が承継するものとする。 
３ この法人の最初の会計年度は、この寄附行為第14条の規定にかかわらず、その設定の日に始まり、昭和45年3月31日に
終わるものとする。 

４ この法人設立当初の役員は次のとおりとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 昭和48年5月11日 一部改定 

６ 昭和50年4月24日 一部改定 

７ 昭和62年5月20日 一部改定 

８ 平成  3年4月26日 一部改定 

９ 平成18年5月12日 一部改定 

10 平成23年3月16日 一部改定 

理 事 （会  長） 山 口 久 太 

 

理 事 青 木 茂 喜 

〃 （副 会 長） 小 林 金 市 

 

〃 安 藤   勇 

〃 （副 会 長） 高 橋 誉 冨 

 

〃 石 野 八百治 

〃 （副 会 長） 林   信 義 

 

〃 井 原 貞 樹 

〃 （副 会 長） 右 島 四 郎 

 

〃 大 山 治 二 

〃 （専務理事） 羽 山 孝 二 

 

〃 片 岡 義 一 

〃 （常務理事） 石 川   宏 

 

〃 片 岡 語 咲 

〃 （常務理事） 片 平 市 郎 

 

〃 川 名   浩 

〃 （常務理事） 加 藤 雅 春 

 

〃 佐 藤 清 英 

〃 （常務理事） 小宮山   寛 

 

〃 宍 倉   博 

〃 （常務理事） 真行寺   清 

 

〃 島 田 政 次 

〃 （常務理事） 田 中 喜 雄 

 

〃 白 石 俊 夫 

〃 （常務理事） 松 戸 節 三 

 

〃 新 堀 道 夫 

〃 （常務理事） 渡 辺 藤三郎 

 

〃 関   和 雄 

  理 事 鈴 木 政 男 

 

〃 中 島 秀 夫 

  〃 鶴 岡   貢 

 

監 事 海 保 吟 治 

  〃 堀 部 謙 司 

 

〃 西 澤   正 

  〃 浅 野   徹 

 

〃 金 沢 佐 吉 


